
1

東海第二発電所

火災による損傷防止
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1. 指摘事項

審査会合における指摘事項に対する回答 【№477-1】（１／２）

発火のリスクから取替と代替措置を検討した8条に対し，12条では跨ぎ対応のため取替えることと
している。8条側でも12条同様に取替可能なところがないのか検討すること。

２．回答
異区分トレイの跨ぎ対応は，跨ぎ部のみを切断し，新ケーブルを敷設

（跨ぎ部以外の大部分は，多量の他ケーブルと一緒にトレイ内にあり，全長にわたる識別撤去が不可能なため残存）

非難燃ケーブルへの取替は同一トレイ内全ての非難燃ケーブルが対象となるため，ケーブルを撤

去後，新たにケーブルを敷設することが必要

したがって，跨ぎケーブルと非難燃ケーブルの対応が異なるため，跨ぎケーブルと同様の取替方法

はとれない

＜跨ぎケーブルの対応（ケーブル処理室の例）＞

跨ぎケーブル数は非難燃ケーブル７本，難燃ケーブル６５本と少量

跨ぎ部分のケーブルを切断し，トレイ上に新ケーブル敷設することで解消

トレイ内には撤去しきれないケーブルが残存
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異区分の跨ぎケーブル対応

審査会合における指摘事項に対する回答 【№477-1】（２／２）

パターン
種類
本数

跨ぎ解消方法 イメージ

パターン１
制御盤間の跨ぎ

難燃
９９
（１３）

・既設ケーブルでリルート
・跨ぎケーブルは切断して新
ケーブル敷設

非難燃
２

・跨ぎケーブルは切断して新
ケーブル敷設

パターン２
盤入線部の跨ぎ

難燃
６２

・既設ケーブルを跨ぎ部まで引
き戻してリルート

非難燃
８（１）

パ
タ
ー
ン
３
ト
レ
イ
間
跨
ぎ

ケ
ー
ブ
ル
処
理
室

難燃
６５（１）

・跨ぎケーブルは切断して新
ケーブル敷設
（旧ケーブルは残存）

非難燃
７（４）

難燃
８（４）

現

場

ケーブルトレイ
（Ⅰ）

ケーブルトレイ
（Ⅱ）

種類，本数欄の( ）内は未使用（切り離し）ケーブルであり，数値は外数

区分Ⅰ
制御盤
区分Ⅱ 区分Ⅰ

【平面図】

コンクリートピット

区分Ⅰ

制御盤

区分Ⅱ 区分Ⅰ

【断面図】

新ケーブル敷設

撤去

延焼防止材

旧ケーブル残存
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項目 非難燃ケーブル取替 跨ぎケーブル取替

ケーブルの
取替対象

・多段積トレイ，トレイ内全数 ・跨ぎがあるトレイのみ，トレイ内数本程度

トレイ内
空きスペース

・全数のケーブルを取替えるためのスペースなし ・対象ケーブルを新規に敷設するスペースあり

ケーブル
取替方法

・最上段トレイより最下段まで撤去し，逆手順で
敷設

・対象ケーブルのみ新設ケーブル敷設
（既設ケーブルは残存）

隔 離

・片系列の同時隔離
（異区分のトレイが交差する箇所も存在するため，
一部は両系列同時隔離）

・ケーブル１本ごと（単一負荷）の隔離

対 応

・取替時における隔離が広範囲（片系列同時に
隔離（異区分交差部では一部の機能は両系列
同時隔離））を回避するために代替措置を選択

・課題回避可能な代替措置を適用
（代替措置と難燃ケーブル取替は施工後の発火
リスクに有意な差はなし）

・跨ぎ解消には取替が必要

・切り離しケーブル残存による可燃物増加（跨ぎ解
消のため不可避）

・跨ぎ箇所及びケーブル端部など可能な範囲を撤
去することで可燃物量増加を極力回避

参考 非難燃ケーブル取替と跨ぎケーブル取替の比較（１／２）

非難燃ケーブル取替対応と跨ぎケーブル解消のための取替対応の比較
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非難燃ケーブルの難燃ケーブルへの取替にあたっては，ケーブル敷設スペース確保のため，最上段か

ら最下段のケーブルを撤去した後，最下段からケーブルを順次敷設する必要がある。このため，片系

列の系統を同時に隔離（下図参照）。

一方，跨ぎケーブルの対応は，予備の貫通部やケーブルトレイの余裕を利用して対象のケーブル1本づ

つ隔離・跨ぎ解消後ケーブル敷設が可能。したがって，片系列を同時に隔離する必要なし。

①片系列のケーブル全隔離

②最上段のケーブル及びトレイ撤去

③下段のケーブル及びトレイ撤去

【既設トレイを使った全ケーブルの取替方法】

④最下段のケーブル撤去

⑤最下段のケーブル敷設

⑦最上段のケーブル敷設，隔離復旧

・
・・

⑥上段のトレイ設置，ケーブル敷設

維持すべき安全機
能の片系列の喪失

①跨ぎケーブルのみ隔離

③隔離を復旧して，跨ぎ解消

②跨ぎケーブル１本づつ取替
又は跨ぎ部まで引き戻してリ
ルート

【跨ぎケーブル解消方法】

【非難燃ケーブルの取替え方法】

跨ぎ部は撤去し，
新ケーブル敷設

敷設スペース確保のため
全ケーブル撤去が必要

安全機能喪失
なし

難燃ケーブルへの取替方法と跨ぎケーブル対応による取替方法

新ケーブル敷設

参考 非難燃ケーブル取替と跨ぎケーブル取替の比較（２／２）
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1. 指摘事項

審査会合における指摘事項に対する回答 【No.477-2】

異区分跨ぎのケーブルと非難燃ケーブルの対応の考え方の整合性を適切に記載すること

２．回答
非難燃ケーブル対応では，取替に伴う課題がある場合に代替手段を検討し，課題を回避し，基準に

適合する代替手段がない場合には，課題の影響低減策を検討した上で取替

異区分跨ぎ対応では，跨ぎ部分を切断し，新ケーブルを敷設して完了。残存する旧ケーブルについ

ては跨ぎ部のみならず，ケーブル端部のトレイ外範囲等も含め，可能な範囲を極力撤去することで対

応



7

ケーブル敷設状況調査リストにおける用途調査中の対象については，今後，調査結果が分かり次
第，跨ぎ形態がどのように発生しているのかを含めて説明すること。

２．回答

跨ぎ形態
ケーブル跨ぎ箇所
（全３２０箇所）

跨ぎ本数
（ ）内は未使用（切り離し）
ケーブルであり，数値は外数

中央
制御室

パターン１
（異区分の制御盤間の跨ぎ）

１５９ １０１（１３）

ケーブル
処理室

パターン２
（制御盤入線部の跨ぎ）

７２ ７０（１）

パターン３
（ケーブルトレイ間跨ぎ）

７７ ７２（５）

現場※ 同上 １２ ８（４）

合計 ３２０ ２５１（２３）

平成２８年３月の指示文書報告時点で用途（負荷）の特定ができなかったものを含め，全３２０箇所について特定が
完了。跨ぎ形態及び本数は以下のとおり。

１．指摘事項

※：「中央制御室」及び「ケーブル処理室」以外の原子炉建屋を「現場」とする

ケーブルトレイ
（Ⅰ）

ケーブルトレイ
（Ⅱ）

審査会合における指摘事項に対する回答 【No.477-3】


